
物品調達等における
電子契約手続きについて

令和8年２月

岡山県出納局用度課

1



令和８年度予算執行分にかかる契約から、一部を除き電子
契約サービスの利用を開始する。

【電子契約サービスの利用対象外とするもの】

 ◆オープンカウンターでの調達等にかかる契約
（当面の間、電子契約サービスの利用は行わない）

◆ガソリン等の変更契約
（価格変動を速やかに契約価格に反映する必要があるため対象外とする）

◆災害等の緊急時必要物品の購入契約
（即時発注し、短期間で納品してもらう必要があるため対象外とする）

◆契約相手が電子契約による契約の締結を希望しない契約など、岡山県電子
契約サービス利用要領で対象外としている契約

１ 物品調達等における電子契約の対象
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２ 物品調達等における電子契約フロー
発注者(県)

落札者の決定

受注者(業者)

通知・確認 契約締結受諾

電子契約利用申出書の提出電子メール等電子契約利用申出書の受理

・契約締結起案、決裁
・電子署名利用申請及び承認
・電子契約書の作成処理 等

電子契約システムへ情報登録
(メールアドレス、契約書等)

電子契約システム手続

署名依頼
電子契約Ｓからメール アップロードされた契約書を

確認後、承認（署名）
署名依頼

電子契約Ｓからメール

アップロードされた契約書を
確認後、承認（署名）

契約締結（契約書をダウンロードして各自で保管）
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３ 電子契約利用申出書の提出
【利用申出書提出時の留意事項等】

・ 電子契約を希望される場合は、「電子契約利用申出書（物
品調達等）」を落札決定後、速やかに契約担当課に提出して
ください。（押印は不要です。）

・ 契約締結権限者は電子契約サービスにより、電子契約を締
結する際の最終的な承認者を設定してください。

・ フリーメールアドレスは不可とします。届け出られたメー
ルアドレスに電子契約の署名依頼のメールを送付します。

・ 署名期限までに電子署名がなされない等、電子契約が締結
できない場合は紙による契約書の作成に移行します。

（注意）電子契約書には双方の電子署名が完了した日が電子
契約システムにより自動的に挿入され、その日が契約
締結日（正式に物品を発注した日）となります。

【提出時（メール送信時）の留意事項】
・ 送信するファイルに係るファイル名などは次のとおりとして

ください。
①「メールの標題」：案件番号又は物品名と受注事業者名とし最

後に「(電子契約)」を付け加えてください
＜例1：3300010720020250000 ㈱○○商会（電子契約）＞
＜例2：ﾉｰﾄ型ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ◇◇◇㈱岡山店（電子契約）＞

②「ファイルの名称」：調達物品の名称と一致させてください。 4



４ 電子署名手続きと保存
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